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【参考】富谷市子どもにやさしいまちづくり条例（仮称）素案［解説］ 

 

※「子どもにやさしい（まちづくり）」、「子どもの権利条約」の固有名詞、「子どもにやさしいまち

づくり宣言」及びその内容については漢字の「子ども」と表記し、それ以外は「こども」と表記し

ています。 

 

前文  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

・富谷市がこどもを大切な宝として捉えていることのメッセージを伝え、全てのこどもの権利を尊

重することや、こどもの生涯にわたる幸せのために、子どもにやさしいまちづくりを推進してい

くこと、また、子どもにやさしいまちは全ての人にやさしいまちであることを示しています。 

・冒頭２行『』の条文については市長室に掲げている書で、先々代の町長から受け継がれたもので

す。この思いを大事に子どもにやさしいまちづくりを進めています。 

 

 

 

 

 

 

・本市は平成 30年 11月 20日（国連が定める「世界子どもの日」）に富谷市子どもにやさしいまち

づくり宣言を行い、子どもにやさしいまちづくりを推進してきました。 

・全てのこどもに権利があり、一人ひとりが尊重され、幸せになることが望まれます。 

『富谷市には 大きい山がない 大きい川にも恵まれない 海にも接していない 豊かにあ

るのはこどもたちだ この子らをまちの財産にしたい みんなで育てたい』  

と、かねてより私たちはこどもを大切な宝として地域で健やかに育くんでいくという思い

のもと、平成 30年より子どもにやさしいまちづくりを推進してきました。 

 

全てのこどもは、今を生きる、かけがえのないひとりの人間として尊重されるべき大切な存

在です。そして、生まれながらにして幸せな人生を送るための様々な権利をもっています。 

 

大人もこどもも、一人ひとりの個性や権利が自分にも他の人にもあることを理解し、お互い

を大切にすることが大事です。 

 

また、大人はこどもの権利を守るとともに、こどもが挑戦や失敗をくり返し成長していく姿

を応援します。そして、地域でこどもを見守るやさしいまちは、こどもはもとより、全ての人

にとって心豊かで平和なやさしいまちになります。 

 

富谷市の全てのこどもたちの、生涯にわたる幸福感の向上とこどもたちが郷土を愛し誇れる

まちづくりを推進していくために、この条例を制定します。 
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・大人もこどもも、自分の個性や権利のみならず、相手の個性や権利を尊重することが重要です。 

・大人はこどもの権利を守る立場にあります。そのため、こどもが失敗をしてもやり直すことがで

き、それを糧とし、学び、自己肯定感を高めていけるように失敗と挑戦を温かく見守る姿勢が必

要です。そして、多様な経験による成長を応援できる地域であることにより、郷土を愛し、誇り

に思う心を育むことにつながり、そのような地域は全ての人にとってやさしいまちになると考え

ます。 

・未来ある全てのこどもたちの幸せを願い、地域とともに子どもにやさしいまちづくりを展開して

いくために条例を制定するものです。 

 

 

第１章 総則   

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

・この条文では、条例の目的を規定するものです。 

・この条例におけるこどもの権利の考え方は、「児童の権利に関する条約（子どもの権利条約）」に

基づいています。 

・本市では、平成 30年 11月に「富谷市子どもにやさしいまちづくり宣言」を実施し、こどもの幸

せのために全庁挙げて子どもにやさしいまちづくりに取り組んできましたが、こどもに関わる全

ての人々とともに地域全体で、こどもの権利を理解し、子どもにやさしいまちづくりをより一層

推進していくため、条例を制定します。 

・子どもにやさしいまちづくりの推進により、こどもの権利を大事にしていくことやこどもの意見

の尊重等による自己効力感が向上し、心が育まれ、幸せに暮らすことにつながると考えます。 

  

（目的） 

第 1条 この条例は、日本国憲法、児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)及びこども基本

法（令和 4年法律第 77号）の理念に基づき、こどもの権利を保障し、地域全体で子どもにや

さしいまちづくりを推進することにより、こどもが生涯にわたり希望を持ち他者を思いやる

心を育みながら幸せに暮らすことのできるまちを実現することを目的とします。 
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【解説】 

・この条例に定められている用語の意味を明らかにしている条文です。 

(1)「子どもにやさしいまちづくり」とは、市役所のみならず、市民、こどもの所属機関、地域、企

業等が子どもの権利条約に基づきこどもの権利を尊重し、こどもにとって最もよいことを念頭に

取り組むまちづくりを表します。 

(2)「こども」とは、年齢に限らず、心身の発達の途中にある者をいいます。 

(3)「保護者」とは、親、祖父母、里親、その他親に代わりこどもを養育する者をいいます。 

(4)「こどもが育ち学ぶ施設及び団体」とは、主に、保育所、幼保連携型認定こども園、児童クラブ、

児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、幼稚園、小中学校、高等学校、図書館、

公民館などの施設やスポーツ等の活動を行う団体を表します。 

(5)「地域住民」とは、富谷市に在住、在学、在勤する者で、市内で市民活動を行う団体を含みます。 

(6)「事業者」とは、市内に事務所又は事業所、店舗が所在する全ての事業所を表します。 

  

（定義） 

第 2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義については、当該各号に定めるところ

によります。 

（1）子どもにやさしいまちづくり 子どもの権利条約に基づきこどもの権利を尊重し、こども・

子育て支援に富谷市全体で取り組むまちづくりをいいます。 

（2）こども 心身の発達の過程にある者をいいます。 

（3）保護者 児童福祉法（昭和 22年法律第 164号）に規定する保護者及び祖父母や里親その他

こどもを養育する者をいいます。 

（4）こどもが育ち学ぶ施設及び団体 児童福祉法に規定する児童福祉施設、学校教育法（昭和 22

年法律第 26号）に規定する学校、社会教育法（昭和 24年法律第 207号）に規定する社会教

育に関する施設その他こどもが育ち学ぶことを目的として利用又は活動する施設及び団体

をいいます。 

（5）地域住民 市内に在住、在勤若しくは在学をする者又は市内で市民活動を行う団体をいいま

す。 

（6）事業者 市内で事業活動を行う個人又は法人その他の団体をいいます。 
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【解説】 

・この条例を定めるにあたっての基本的な理念についての条文です。 

・本市は子どもの権利条約に基づき、平成 30 年 11 月 20 日に「富谷市子どもにやさしいまちづく

り宣言」を行い、その内容に沿って、子どもにやさしいまちづくりの取組を進めてきました。そ

のため、この宣言内容を引き続き、基本的な理念として掲げることとします。 

 

 

第２章 こどもの権利の推進 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

・こどもの権利についての条文です。 

・子どもの権利条約は、1989年 11月 20日に国連総会において採択された、世界中全てのこどもた

ちがもつ人権(権利)を定めた条約です。こどもは守られる対象であるだけでなく、権利を持つ主

体であるため、こどもが大人と同じように、ひとりの人間としてもつ様々な権利を認めています。

また、保護や配慮が必要なこどもの権利も定めています。そして、どんな境遇や特性があっても

ひとりひとりが尊重され、大事に育てられることが重要です。 

・こどもは「権利の保有者」でありますが、それを守るのは大人であり、こどもの権利に対しての

義務や責任は大人にあることを表します。 

  

（基本理念） 

第 3条 子どもの権利条約に基づき、次の各号を基本理念とし推進します。 

（1）子どもが大切に育てられ健やかに成長できること 

（2）子どもが安心安全に暮らすことができること 

（3）子どもが友だちと交流し、楽しく遊び学べること 

（4）子どもが地域社会の絆の中で役割を持ち、活き活きと参加できること 

（5）子どもの意見を聴き、まちづくりに活かすこと 

（こどもの権利） 

第 4条 こどもは、子どもの権利条約に定められたこどもの権利が尊重され、一人の人間として、

一人ひとりの成長や発達段階、個性等も踏まえて健やかに生き育つことが保障されます。 

２ こどもの権利は、こどもが成長発達するために必要不可欠なものであり、義務や責任の対価

として与えられるものではなく、こどもの権利に対して義務や責任を負うのは大人です。 
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【解説】 

・子どもの権利条約の４つの原則を示す条文です。 

・子どもの権利条約の基本的な考え方を示しています。あらゆるこどもの権利の実現を考えるとき

に合わせて考えることが大切な「原則」であるとされています。これらの原則は、こどもに関す

る基本的な法律である「こども基本法」にも取り入れられています。 

(参考)こども基本法における基本理念 

①全てのこどもについて、個人として尊重されること・基本的人権が保障されること・差別的取扱

いを受けることがないようにすること 

②全てのこどもについて、適切に養育されること・生活を保障されること、愛され保護されること

等の福祉に係る権利が等しく保障されるとともに、教育基本法の精神にのっとり教育を受ける機

会が等しく与えられること 

③全てのこどもについて、年齢及び発達の程度に応じ、自己に直接関係する全ての事項に関して意

見を表明する機会・多様な社会的活動に参画する機会が確保されること 

④全てのこどもについて、年齢及び発達の程度に応じ、意見の尊重、最善の利益が優先して考慮さ

れること 

⑤こどもの養育は家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責任を有するとの認識

の下、十分な養育の支援・家庭での養育が困難なこどもの養育環境の確保 

⑥家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境の整備 

  

（子どもの権利条約の４つの原則） 

第 5条 こどもの権利を保障するにあたっては、次の各号で定める４つの原則を守り推進してい

くこととします。 

（1）命を守られ成長できること 

全てのこどもの命が守られ、持って生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、 

教育、生活への支援などを受けることが保障されます。 

（2）こどもにとって最もよいこと 

こどもに関することが決められ、行われる時は、「そのこどもにとって最も良いことは何か」 

を第一に考えます。 

（3）こどもが意味のある参加ができること 

こどもは、自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、大人は、その意見 

をこどもの発達に応じて十分に考慮します。 

（4）差別のないこと 

全てのこどもは、こども自身や親の人種、国籍、性、意見、障がい、経済状況等どんな理 

由でも差別されず、子どもの権利条約の定める全ての権利が保障されます。 
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【解説】 

・こども自身がこどもに権利があることを知り、互いに権利を持った、尊重すべき存在であること、

また、こどもが健やかに大事にされ成長するうえで、こどもには大人と同じように権利(人権)が

あることを周りの全ての大人が理解し関わっていくことが重要であり、それが子どもにやさしい

まちづくりにつながっていくと考えられることから、市がこどもの権利の普及に努めていくこと

を表します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

・こどもに関わる全ての大人がこどもの権利を尊重しなければならないことから、権利侵害があっ

た場合には、大人はそこから救済する必要があることを表します。 

・市は、こどもが不利益な立場に置かれている状況から適切かつ迅速に脱するために、その体制整

備に努めることを表します。 

 

 

第３章 子どもにやさしいまちづくりの推進 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

・子どもにやさしいまちづくりを推進するためには、市のみならず、こどもに関わる全ての人が、

こども一人ひとりに権利があること、また、その内容を理解することが大事です。こどもにとっ

て最もよいことを念頭に、市や保護者、こどもが育ち学ぶ施設及び団体、地域住民、事業者が連

携協力し、子どもにやさしいまちづくりを展開していけるように努めることを表します。 

 

  

（こどもの権利の普及） 

第 6条 市は、こどもの権利について、こども、保護者、こどもが育ち学ぶ施設及び団体、地域

住民及び事業者が学び、理解するために周知し、その普及に努めます。 

（こどもの権利が侵害されている状態からの救済） 

第 7条 市、保護者、こどもが育ち学ぶ施設及び団体、地域住民及び事業者は、こどもへのいじ

め、虐待や暴力等によるこどもの権利が侵害されている状態を早期に発見し、協力及び連携の

もと、権利が侵害されている状態からの回復のため、救済に努めます。 

２ 市は、こどもが権利を侵害され、又は不利益を受けた場合等において、適切かつ迅速にこど

もの救済を図ることができるよう、体制を整備し、その他必要な取組を行うよう努めます。 

（子どもにやさしいまちづくりの推進） 

第 8条 市、保護者、こどもが育ち学ぶ施設及び団体、地域住民及び事業者は、こどもの権利を

理解し、こどもの最善の利益を考え、必要とする関係機関と連携及び協力し、子どもにやさし

いまちづくりを推進するよう努めます。 
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【解説】 

・基本理念第３条第１項の「子どもが大切に育てられ健やかに成長できること」に対する具体的取

組内容を表します。 

・こどもに関わる全ての人が、こどもが安全かつ衛生的で良好な環境のもと、衣食住が満たされ、

定期的な健診により疾病の予防や早期発見等につなげることや精神的な安定が保たれることで、

身体的及び精神的な健康の維持及び増進が図られるよう努めることを表します。 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

・基本理念第３条第１項の「子どもが大切に育てられ健やかに成長できること」に対する具体的取

組内容を表します。 

・どんな境遇や環境に置かれたこどもも大事にされ、幸せを感じて育つことができるよう、特別な

配慮やニーズがあると考えられるこどもとその家庭への適切な支援に努めることを表します。 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

・基本理念第３条第２項の「子どもが安心安全に暮らすことができること」に対する具体的取組内

容を表します。 

・こどもが心身ともに健康に成長していくうえで、不安なく安心した状態で生活できることが重要

です。その環境づくりには、市やこどもが所属する学校等のみならず、地域社会においても求め

られることであり、市、保護者、こどもが育ち学ぶ施設及び団体、地域住民及び事業者それぞれ

が、時には連携協力し合い取り組んでいく必要があります。 

・市のみならず、こどもに関わる全ての人が、こどもが犯罪や交通事故、災害被害、有害や危険な

環境から自分自身を守る力を育てるための指導や支援を行う必要があることを表します。 

 

（こどもの育ちの支援） 

第 9条 市、保護者、こどもが育ち学ぶ施設及び団体、地域住民及び事業者は、こどもの健やか

な育ちを支援するため連携及び協働し、こどもが安全で良好な環境のもと、心身の健康の維

持及び増進を図るよう努めます。 

 

（特別な配慮を必要とするこどもと家庭への支援） 

第 10 条 市、こどもが育ち学ぶ施設及び団体、地域住民及び事業者は、障がいのあるこども、

経済的に困難な家庭のこども、虐待を受けたこどもその他特別な配慮やニーズがあると考えら

れるこどもとその家庭に配慮し、関係機関と連携を図りながら適切な支援に努めます。 

（こどもが安全・安心に暮らすことのできる環境づくり） 

第 11条 市、保護者、こどもが育ち学ぶ施設及び団体、地域住民及び事業者は、こどもを犯罪、

交通事故、災害の被害、その他のこどもを取り巻く有害及び危険な環境から守るための安全な

環境づくりに努めるとともに、こどもが自分自身を守る力を育むために必要な支援に努めま

す。 



                                     

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

・基本理念第３条第２項の「子どもが安心安全に暮らすことができること」に対する具体的取組内

容を表します。 

・こどもが安心安全に暮らすためには身体的被害を及ぼすもののみならず、精神的安定を保つため

の環境整備も重要です。 

・大人の相談のみならず、こどもが不安なく安心した状態で生活できるよう、こどもからの相談に

も応じ、問題解決を図ることが必要です。 

・こどもの相談を受け、その内容によりこどもの生命及び身体等に危害が及ぶ可能性がある場合に

は、こどもの同意の有無に関わらず、こどもの命が守られることを最優先に考慮し対応すること

を表します。 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

・基本理念第３条第３項の「子どもが友達と交流し、楽しく遊び学べること」に対する具体的取組

内容を表します。 

・肯定的・開放的な関係の中に自分の居場所を持つことは、自己肯定感や自己有用感に関わるなど、

全ての人にとって生きる上で不可欠であり、居場所がないことは人とのつながりが失われ、孤独・

孤立の問題と深く関係する重大な問題です。また、こどもは家庭を基盤とし、地域や学校など様々

な場所において、安心安全な環境の下、様々な年代の人との関わりを通して成長していくため、

その環境整備に努めることを表します。 

・居場所づくりには、こどもが置かれた状況や成長過程に応じて、こども一人ひとりに合わせた支

援や配慮を行う必要があることを表します。 

 

  

（こどもの相談） 

第 12 条 市は、こども及びその保護者の支援の充実を図るため、こどもに関する問題について

安心して相談することができる総合的な体制の強化に努めます。 

２ 市、こどもが育ち学ぶ施設及び団体及び地域住民は、こどもが抱える様々な悩みに対して、

こども自身が相談できる機会の確保に努めます。 

３ 市は、こどもからの相談を受けた場合は、本人の同意のもと、関係機関と協議及び連携し、

適切に対応するものとします。ただし、生命及び身体等の保護のために必要な場合、又はこど

もの健全な育成の推進のために特に必要がある場合には本人の同意を待たず大人の判断で適

切に対応するものとします。 

（こどもの居場所づくり） 

第 13 条 市、保護者、こどもが育ち学ぶ施設及び団体、地域住民及び事業者は、こどもが安全

な環境で自分らしく安心して過ごすことができ、様々な遊びや体験とともに、こども同士の交

流をすることにより、心豊かな自己を育むことができる居場所づくりに努めます。 
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【解説】 

・基本理念第３条第３項の「子どもが友達と交流し、楽しく遊び学べること」に対する具体的取組

内容を表します。 

・将来を担うこどもにとって学ぶことは、自己肯定感や自己実現につながり、社会性を育み、社会

的活動を行うために不可欠なことであります。 

・一人ひとりのこどもにとって、充実した学びの機会となるよう、心身の状況や成長過程、置かれ

ている環境等に応じて、安心して学ぶことができるような環境づくりに努めることを表します。 

 

 

 

 

 

【解説】 

・基本理念第３条第４項の「子どもが地域社会の絆の中で役割を持ち、活き活きと参加できること」

及び第３条第５項「子どもの意見を聴き、まちづくりに活かすこと」に対する具体的取組内容を

表します。 

・こどもが意見を表明する機会を持つこと、及び意見を表明できることは、こどもの権利を尊重す

ることと言えます。こどもの意見を取り入れることにより、意見を表明して良いということをこ

ども自身が認識し、自分で考え行動する大人になっていくと考えられます。また、こどもの自己

効力感の向上やこどもが地域への愛着を育み、将来のまちを担う人へと成長していくことにつな

がると考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

・基本理念第３条第４項の「子どもが地域社会の絆の中で役割を持ち、活き活きと参加できること」

及び第３条第５項「子どもの意見を聴き、まちづくりに活かすこと」に対する具体的取組内容を

表します。 

・こどもが意見を表明することは自己効力感を高めることにつながります。 

・まわりの大人はこどもが意見を表明できるよう、個々の心身や置かれている状況に応じ、その機

会を確保するとともに、意見を尊重することが重要であると考えられます。 

（こども一人ひとりに応じた学びの環境づくり） 

第 14条 市、保護者、こどもが育ち学ぶ施設及び団体、地域住民及び事業者は、こども一人ひ

とりの心身の状況、置かれている環境等に応じて、こどもが望む形で学ぶことができる環境づ

くりに努めます。 

（こどもの意見等の表明及び参加） 

第 15条 こどもは、家庭、地域及び市政に対して自分の意見を述べること及び意見を表明する

機会に参加することができます。 

（こどもの意見等の表明及び参画する機会の確保） 

第 16条 市、保護者、こどもが育ち学ぶ施設及び団体、地域住民及び事業者は、こどもを個人

として尊重し、こどもが自分の意見を述べることができ、また、意見を表明する機会及び役割

を持ち参加することができるよう、こどもの発達段階に配慮しつつ、こどもの参画の機会を確

保するものとします。 
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【解説】 

・基本理念第３条第４項の「子どもが地域社会の絆の中で役割を持ち、活き活きと参加できること」

及び第３条第５項「子どもの意見を聴き、まちづくりに活かすこと」に対する具体的取組内容を

表します。 

・市は、こどもの意見を尊重し、まちづくりに活かすため、こどもに関わる施策にこどもの意見を

求めるよう努め、また市の施策に反映するよう努めることを表します。 

 

 

第４章 子どもにやさしいまちづくりを推進するための取組 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

・こどもの取組を明らかにしています。 

・こどもに権利があることは大人のみが知り理解するものではなく、こども自身も理解し、自己や

他者の権利を大事にし尊重することが重要であるため、こどもの役割として明文化したいと考え

ます。 

・こどもたち自身が条例の基本理念を理解し、個性を受け入れ、思いやりを持って人と関わるよう

努めることを表します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

・市の取組を明らかにしています。 

（こどもの意見の聴取） 

第 17条 市は、こどもに関わる施策に、こどもの意見を求めるよう努めます。 

２ 市は、聴取したこどもの意見を市の施策に反映するよう努めます。 

（こどもの取組） 

第 18 条 こどもは、この条例の基本理念にのっとり、こどもにとって大切な権利の保障を求め

ることができます。 

２ こどもは、自分自身の心身及び個性を大切にし、自身の権利の保障を求めることができるこ

とと同時に他者の個性や権利も尊重し守るよう努めます。 

（市の取組） 

第 19 条 市は、こどもの権利を保障するため、保護者、こどもが育ち学ぶ施設及び団体、地域

住民及び事業者と連携して、こどもの視点に立った、子どもにやさしいまちづくりに取り組み

ます。 

２ 市は、こどもに関する施策を推進するため、必要な財政上の措置その他の措置を講じるよう

努めます。 

３ 市は、こどもに関する保護者の相談並びにこどもが育ち学ぶ施設及び団体、地域住民及び事

業者の相談に応じ、支援し、必要に応じて協働で取り組みます。 
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・市は子どもにやさしいまちづくりを発展させるため、その意識について全庁・全職員への定着に

努めるとともに、保護者、こどもが育ち学ぶ施設及び団体、地域住民、事業者と連携し、子ども

の視点に立った取組を推進していきます。 

・そのために必要な財政上の措置を講じ、実践していきます。 

・市は子どもにやさしいまちづくりを地域全体に広げていくために、こどもに関係する者や団体等

の相談に応じ、支援していきます。また、必要に応じて協働で取り組んでいくことを表します。 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

・保護者の取組を明らかにしています。 

・保護者はこどもの権利を守ることや、こどもを心身ともに健やかに育成することについての責任

があり、こどもにとって最も良いことを考え養育していく必要があります。しかしながら、こど

もを一人の個人として尊重し養育していくうえでは、うまくいかないことや共感してほしいこと

など様々な問題に直面することが考えられますので、必要に応じて、市、こどもが育ち学ぶ施設

及び団体、地域住民に相談し、支援を求めることができることを表します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

・こどもが育ち学ぶ施設及び団体の取組を明らかにしています。 

・こどもが育ち学ぶ施設及び団体においては、こどもが長い時間を過ごすため、安全安心な環境で

あることが大前提であると考えます。 

・その上で、こどもが様々な学びや多様な経験を通して、成長していくため、あらゆる機会の提供

を行います。 

・その際、こどもの特性や成長段階に応じて必要な支援を行うとともに、こどもの意見を取り入れ、

こどもの主体性を尊重しながら活動できるよう支援していく必要があります。 

・他者と交流することで自己及び他者への理解が深まると同時に、他者との関わりや他者の権利に

（保護者の取組） 

第 20条 保護者は、こどもの養育、発達及び権利の保障について最も重要な責任を持つべき存在

であり、家族とともにそのこどもにとって最も良いことは何かを考えてこどもを養育します。 

２ 保護者は必要に応じて、市、こどもが育ち学ぶ施設及び団体及び地域住民に相談し、支援を

求めます。 

（こどもが育ち学ぶ施設及び団体の取組） 

第 21 条 こどもが育ち学ぶ施設及び団体は、こどもが安全で安心して過ごすことのできる環境

をつくるとともに、こどもが学び、体験や遊びを通じて健やかに育つことができる機会を確保

します。 

２ こどもが育ち学ぶ施設及び団体は、こどもの発達に応じた必要な支援を行うよう努めます。 

３ こどもが育ち学ぶ施設及び団体は、こどもが自分で考え、学び、活動することができるよう

支援を行い、こどもの権利が大切に守られるよう努めます。 

４ こどもが育ち学ぶ施設及び団体は、こどもがこどもの権利を理解し、他者の権利を尊重しな

がら生活することができるよう必要な指導及び支援に努めます。 
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ついて学びます。様々な機会を通して、自己や他者の権利を尊重できるよう、必要な支援に努め

ることを表します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

・地域住民の取組を明らかにしています。 

・こどもの健やかな育ちにとって、地域住民の関わりや温かい眼差しはこどもの成長に必要不可欠

で、そのような経験の積み重ねは他者を思いやる気持ちを育み、大人になっても、大切に見守ら

れ育てられた実感を持ち続けられると考えます。 

・地域住民がこどもを大切にする気持ちや見守っていく姿勢により、こどもが安全に安心して過ご

せる地域づくりを行うとともに、こどもの意見を取り入れながら地域活動を展開することで、こ

どもの主体性やこどもの自己有用感、または地域への愛着を育むことにつながると考えられるた

め、こどもが地域活動に参画できるよう努めることを表します。 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

・事業者の取組を明らかにしています。 

・事業者においても、こどもの権利を理解し、こどもの最善の利益を考慮しながら、事業活動を行

うことが望まれます。 

・雇用する立場にある者は、従業員等が養育者である場合には、こどもに不利益が及ばないよう、

子育てと仕事の両立について配慮するように努めることを表します。 

・こどももやがて地域社会の中で役割を担う一人の人間として成長していけるよう、こどもが何ら

かの形で地域社会の一員として参画できる機会をつくることが望まれ、その支援に努めることを

表します。 

 

 

 

（地域住民の取組） 

第 22条 地域住民は、こどもは地域の宝という認識のもと、こどもを地域全体で育てていくこ

とを理解し、こどもの健やかな育ちのために協力し、こどもの権利が大切に守られるように

努めます。 

２ 地域住民は、市と共に地域でこどもを見守り、こどもが安全に安心して過ごすことのでき

る地域づくりに努めます。 

３ 地域住民は、地域における活動において、こどもの意見を尊重し、こどもが役割を持ち活き

活きと参加できるよう努めます。 

（事業者の取組） 

第 23 条 事業者は、こどもを養育する者が、子育てと仕事を両立することができるよう環境を

整え、こどもに不利益が及ばないよう必要な配慮に努めます。 

２ 事業者は、こどもが地域社会との関わりをもって育つことの大切さを理解し、こどもが地域

社会の一員として参加する機会をつくり、その支援に努めます。 
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第５章 子どもにやさしいまちづくりに関する施策の推進 

  

 

 

 

 

 

【解説】 

・子どもにやさしいまちづくりはこれまでも全庁挙げて取り組んでおり、市役所内における推進庁

内連携会議において、方向性等についての合意形成や、諸課題に対する検討・協議及び進捗管理

等を行っていくことを表します。 

  

 

 

 

 

【解説】 

・市は、こども、保護者、こどもが育ち学ぶ施設及び団体、地域住民及び事業者に対し、こどもの

権利や子どもにやさしいまちづくりについて周知し、普及啓発することを表します。 

 

 

 

 

 

【解説】 

・子どもにやさしいまちづくりに関する計画（実践行動計画）に基づく事業の進行状況等について

PDCAサイクルにおいて進行管理を行うことを表します。 

 

 第６章 雑則 

 

 

 

 

 

 

 （子どもにやさしいまちづくりの推進体制） 

第 24 条 市は、全庁挙げて子どもにやさしいまちづくりを推進していくため、富谷市子ども

にやさしいまちづくり推進庁内連携会議を設置し、こどもに直接関わりのある部署のみなら

ず全部署が積極的に取り組む体制を構築します。 

（子どもにやさしいまちづくりに関する普及啓発） 

第 25条 市は、こども、保護者、こどもが育ち学ぶ施設及び団体、地域住民及び事業者に対し

て、子どもにやさしいまちづくりの広報及び普及啓発に努めます。 

（子どもにやさしいまちづくりに関する計画の進行管理） 

第 26条 市は、子どもにやさしいまちづくりに関する計画を、富谷市子どもにやさしいまちづ

くり推進庁内連携会議において進行管理するものとします。 

（委任） 

第 27 条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に必要な事項は、市長が別に定める

ものとします。 


